
「防災とボランティア週間」講演資料

災害発生時における

陸上自衛隊第３師団の対応について

令和５年１月１８日（水）

陸 上 自 衛 隊 第 ３ 師 団
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２ 災害対処に係る主要装備品

３ 災害派遣の仕組み

４ 災害派遣の最近の傾向

５ 第３師団が活動した近年の災害派遣活動

６ 第３師団の災害対処に向けた取り組み

７ 南海トラフ地震対処の概要
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陸上自衛隊、第３師団の紹介
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総 括
陸上自衛隊は、５コの方面隊に区分され、各方面隊は防衛大臣の指揮を

受け防衛・警備、災害派遣等の任務を遂行。大規模地震時等の場合、命令
により陸上総隊が各方面隊を一元的に指揮

陸上自衛隊の編成・配置
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総 括
中部方面隊は、方面管内を４コの師旅団に区分し、防衛・警備、災害派

遣等の任務を遂行

中部方面隊の編成・配置
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総 括
第３師団は、司令部を千僧駐屯地に配置し、１４コの職種部隊で編成。作

戦基本部隊として、近畿２府４県の防衛・警備、災害派遣等の任務を遂行

第３師団の編成・配置

6



近畿２府４県（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）
の防衛・警備、災害派遣、国際平和協力活動等

防衛・警備

○ 防衛出動

○ 国民保護措置

○ 治安出動

災害派遣
○ 地区内の災害派遣

○ 他方面隊等への増援

国際平和協力活動等 ○ 国際平和協力活動等への派遣

師団の任務
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災害対処に係る主要装備品
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小型トラック 高機動車 中型トラック 大型トラック

ダンプトラック トレーラー
ヘリコプター
ＵＨ－１Ｊ

オートバイ

人員・資器材・物資運搬に使用

人員・資器材・物資運搬に使用 情報収集

主要装備品（車両等）
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大規模震災に際し、 ７２時間以内の人命救助を目的に設計

個人用 分隊用

小隊用 中隊用

主要装備品（人命救助システム）
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油圧ショベル：瓦礫等の除去に使用 バケットローダ：道路啓開等に使用

グレーダ：道路啓開等に使用 機動支援橋：応急的な架橋に使用

主要装備品（施設器材）
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渡河ボート：孤立住民の救出 軽門橋：応急的な渡河に使用

Ｂｅｆｏｒｅ Ａｆｔｅｒ

危険物等除去の景況（岡山県倉敷市）

平成３０年７月豪雨の状況

主要装備品（施設器材）

12



野外手術システム：野外において外科手術及び応急治療が可能

主要装備品（医療支援）
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浄水セット 浄水能力：３．５t／時 貯水能力：１０t

主要装備品（浄水）
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５トン水タンク車

（ポリタンク１８ℓ×２７７杯）

１トン水タンク車

（ポリタンク１８ℓ×５５杯）

主要装備品（給水）
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炊事車（野外炊具１号）：約１時間で最大２５０名分の炊事が可能

主要装備品（給食）
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入浴セット：３０人／回 約１，２００人／日

主要装備品（入浴）
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災害派遣の仕組み
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【災害対策基本法第３条】

【自衛隊法第３条】

国の責務

国は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有する
ことに鑑み、組織及び機能の全てをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を
有する。

自衛隊の任務

本
来
任
務

主たる任務

従たる任務

我が国防衛
我が国の平和と独立・国の安全を

直接確保する活動
防衛出動

公共の秩序
の維持

重要影響事
態への対応

国際平和
協力活動

我が国の治安又は国民の生命・
財産の安全を直接確保する活動

我が国の平和及び安全に重要な影
響を与える事態に対応して行う活動

国際協力の推進を通じて国際社会
の平和及び安全の維持に資する活動

治安出動
災害派遣
警護出動等

後方支援活動

国際平和協力
業務等

自衛隊の任務上における災害派遣の位置付け
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災 害 対 策 基 本 法関
係
法
律

自
衛
隊
法

第83条第2項 第83条の2 第83条の3

自
衛
隊
の

行

動

災害派遣
（要請による派遣）
（自主派遣）

地震防災派遣 原子力災害派遣

大規模震災対策
特別措置法

原子力災害対策
特別措置法

災害派遣の枠組み
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総 括
自衛隊の災害派遣は、天災地変その他の災害に際して、国民の人命又は

財産を保護することを目的とし、災害の形態、緊急性等により種類が大別
される

災害派遣の種類
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総 括
都道府県知事等は、師旅団長、駐屯地司令たる部隊長に対し災害派遣の

要請を実施することができる。
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災害派遣（要請派遣）の流れ



命令権者

防衛大臣

方面総監

師団長・旅団長

駐屯地司令等

命令

要請権者

都道府県知事

海上保安庁長官

管区海上保安本部長

空港事務所長

部隊

要請

受理

災害派遣要請の流れ
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総 括
通常は、平素の関係性から要請者と受理者は決まっているが、長期訓練

等で受理者が不在等の場合は、第３師団長が一元的に受理すること可能
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災害派遣の要請者と受理者（通常）



総 括
陸上自衛隊の災害対処要領は、担任部隊による対処から全陸上自衛隊に

よる対処まで、被害規模等に応じて柔軟に対応
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陸上自衛隊の災害対処要領



状況から見て差し迫った
必要性があること。

自衛隊の部隊が派遣される以外に
他に適切な手段がないこと。

公共の秩序を維持するという
観点において妥当性があること。

緊急性

非代替性

公共性

災害派遣の３原則
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２ 避難者の援助
３ 遭難者の捜索救助
４ 水防活動
５ 消火活動

６ 道路又は水路の啓開
７ 応急医療、救護及び防疫
８ 人員及び物資の緊急輸送
９ 炊飯、給食及び入浴支援等
10 危険物の保安及び除去
11 物資の無償貸付又は譲与

１ 被害状況の把握
（地上・上空からの情報収集）

災害派遣時に実施する事項
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捜索救助活動の景況
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道路啓開活動（瓦礫除去）の景況
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入浴支援活動の景況
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炊事支援活動の景況
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ＵＨ－１ （師団保有装備） ：空中散水能力 ５００㍑／１回

ＣＨ－４７（方面隊保有装備）：空中散水能力 ５０００㍑／１回

空中消火活動の景況
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災害派遣の最近の傾向
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日本海溝・
千島海溝周辺
海溝型地震

首都直下地震

年

年
間
発
生
回
数(

回)

南海トラフ地震

災害の死傷者の推移

土砂災害における死者・行方不明者

令和元年平成元年昭和50年

5000

10000

15000

20000

主要な災害：阪神・淡路大震災

主要な災害：東日本大震災

（参考：令和３年度防災白書）

１９７５年から２０１９年までにおける
１時間降水量５０ｍｍ以上の年間発生回数の推移

豪雨の発生回数

大規模震災

450

400

350

300

250

150

200

資料源：気象庁

（人）

26％～6％3％0％ 0.1％

今後３０年以内に震度６弱以上の揺れが発生する確率

豪雨・土砂災害の状況

地震災害等の状況

最近の傾向① 被害の激甚化
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（参考：阪神・淡路大震災における中部方面隊災害派遣記録）

発災後７２時間で生存率は大きく低下することから、より迅速な救出活動が必要

理由：７２時間の壁

最近の傾向② 派遣の迅速化（１／２）
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自治体の努力

○ 多様な主体の連携による防災活動の実施

警戒レベル情報の普及、ハザードマップの整理等による避難誘導の迅速化

○ 防災体制・災害発生時の対応及びその備え

防災関連の各種計画の修正、緊急支援物資の備蓄等による支援の迅速化

○ 発生が危惧される災害への対応

大規模噴火、洪水・高潮氾濫による大規模避難、巨大地震対策の検討による対処具体化

自衛隊の努力

○ FAST-Forceの待機（First Action SupporT – Force）

全国において初動対処部隊が２４時間待機（人員、車両、航空機、艦艇等）

○ 陸上総隊による陸上自衛隊の一元的な運用

災害発生時は、陸上総隊が各方面隊を指揮し、陸上自衛隊全力による対処を迅速化

○ 統合運用の態勢強化

統合幕僚監部が、陸・海・空自衛隊の運用に関する軍事専門的見地から、防衛大臣の補佐

を一元的に実施

○ 自衛隊統合防災演習（ＪＸＲ）

大規模災害を想定した、陸・海・空の統合による防災訓練の実施による計画の実効性向上

○ 日米共同統合防災訓練（ＴＲＥＸ）

在日米軍との共同対処訓練により、対処能力の維持・向上、関係自治体との連携強化

自衛隊を含む関係機関は、災害対応の迅速化に向けてそれぞれ各種努力を推進中

最近の傾向② 派遣の迅速化（２／２）
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災害派遣活動人員数の推移

（参考：統合幕僚監部による報道発表資料）

○ 令和元年度は、延べ活動人員１０６万人をもって災害派遣活動に従事

○ 延べ活動人員が１００万人を超えるのは、記録のある昭和５２年以降、４度目であり、

平成３０年度に引き続き２年連続

最近の傾向③ 派遣の大規模化
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被災する可能性が高い

自衛隊
警察・消防
（機動隊）

警 察
（所轄）

消 防
（消防団）

被災地域の組織 被災地域外の組織

消火活動 治安維持
安否確認

海 上
保安庁

行方不明者の捜索

沿
岸
部
の
捜
索

各防災機関の特性（大震災時）
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警察署

捜索

災害時

警察署

捜索

届出

発 見

警察・消防

行方不明者発生

捜索

届出

通報者
（家族・親族）

通報者
（家族・親族）

県

機動隊
消防等

被 災 地

災害派
遣要請

自衛隊市役所等
行方不明者

平 時

行方不明者発生

住民情報

情報収集 情報収集

駐在所等 消防団等

応援
要請

人的被害の把握要領
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第３師団が活動した近年の災害派遣活動
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※その他：人命救助（行方不明者捜索）、患者空輸、給水支援、防疫、原子力災害、雪害、鳥インフル

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ ３

災
害
派
遣

山林・近傍火災 ４ ２ １ ０ １ ２ ０ ２ ０ １ １ １ ０

台風・風水害 １ ０ １ １ ２ ３ ０ ０ ２ １ ２ ０ ０

地震災害 ０ １ １ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ０ ０

その他 １ １ ２ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １１ ２

合 計 ６ ４ ５ １ ４ ５ ０ ３ ２ ３ ３ １４ ２

年度
区分

○ 災害派遣は年間平均約３回実施しており、山林火災及び風水害が主体
○ 平成３０年度は大阪府北部地震に伴う災害派遣、平成３０年７月豪雨、林野火災に伴う災害派遣
を実施

○ 令和元年度は、台風１５号、１９号に伴う災害派遣及び大阪府岸和田市における行方不明者捜索
に伴う災害派遣を実施

○ 令和２年度は、鳥インフルエンザに係る災害派遣を３回及び新型コロナウイルス感染症に係る水
際対策及び市中感染対応に伴う災害派遣を８回実施

○ 令和３年度は、鳥インフルエンザに係る災害派遣及び和歌山県水管橋破損に伴う災害派遣を実施

令和４年１月３１日現在

災害派遣実績（第３師団）
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第３師団の活動状況

○ 第３７普通科連隊、第３施設大隊等第３師団主
力で対応し、人命救助、道路啓開、行方不明者の
捜索、輸送支援等を実施

総 括
第３師団は、平成２３年９月３日～１０月１４日の間、和歌山県及び奈良県南

部において、人命救助、道路啓開、行方不明者の捜索、給水支援、輸送支援等を
主とした災害派遣活動を実施し、民生の安定に寄与した。

全 般

平成２３年９月３日に四国に上陸した台風１２号は、和歌山県、奈良県及び三重県を中心に甚大な
被害をもたらし、３日に和歌山県、４日未明、及び奈良県は災害派遣を要請

和歌山県及び奈良県は、河川の氾濫、浸水被害、土砂災害等が諸所に発生し、第３師団主力及び
第４施設団主力をもって、人命救助等の災害派遣活動を実施

物資輸送 撤収に伴う見送り

捜索活動 捜索活動

平成２３年台風１２号に伴う災害派遣
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第３師団の活動状況

○ 第３６普通科連隊、第３後方支援連隊等で対応し、給水支援、入浴支援、応急対策支援を実施

給水支援 応急対策支援入浴支援

総 括
第３師団は、平成３０年６月１８日～６月２６日の間、大阪府北部（吹田市、

高槻市、茨木市、箕面市）一帯において、生活支援等を主とした災害派遣活動を
実施し、民生の安定に寄与した。

全 般

平成３０年６月１８日０７５８、大阪府北部を震源とする地震が発生し、大阪府北部で最
大深度６弱を観測
地震の影響により大阪府吹田市の国立循環器病研究センターにおいて断水が発生したため、

１８日１２００、大阪府知事から陸上自衛隊第３師団長に対して、給水支援に係る災害派遣
を要請。新たに同府箕面市及び高槻市への給水支援、茨木市への入浴支援を追加要請

平成３０年大阪北部地震に伴う災害派遣
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第３師団の活動状況

○ 第３師団主力部隊で対応し、給水支援、
入浴支援、災害危険物の除去、防疫活動、
物資輸送を実施

全 般

平成３０年７月豪雨により、西日本を中心に河川の氾濫、浸水被害、土砂災害等が発生、広島県、
岡山県知事の災害派遣要請により、第１３旅団が災害派遣活動を実施中のところ、被害甚大である
ため、中部方面隊の命令により、第３師団主力をもって、中国地区の人命救助等の災害派遣活動を
実施

総 括
第３師団は、平成３０年７月６日～８月１２日の間、岡山県倉敷市、高梁市、

新見市一帯において生活支援等を主とした災害派遣活動を実施し、民生の安定に
寄与した。

活動地域

災害危険物除去入浴支援

防疫活動物資輸送

平成３０年西日本豪雨対応
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第３師団の活動状況

○ 第３６普通科連隊
人員２２１名、車両５８両をもって鋸南

町において家屋応急処置を実施
○ 第３７普通科連隊

人員６４名、車両１６両をもって鴨川市
において家屋応急処置を実施

○ 第３後方支援連隊
２コ入浴セットをもって君津市において

入浴支援活動を実施

千葉市若葉区

館山市

木更津市

茂原市

成田市

東金市

市原市

鴨川市

君津市
富津市

袖ヶ浦市

八街市

南房総市

山武市

多古町

大網白里町

芝山町

横芝光町

長柄町

鋸南町

長南町

千葉市
緑区

佐倉市

神埼市

鋸南町 鴨川市

鴨川市

家屋応急処置 第37普通科連隊

君津市

入浴支援 第３後方支援連隊

鋸南町

家屋応急処置 第36普通科連隊

全 般

９月５日１５００に発生した令和元年台風１５号の影響により、千葉県及び神奈川県の各知事から
第１空挺団長及び第１師団長に対して災害派遣を要請、各部隊は同月１０日要請を受理し、災害派
遣活動を実施していたところ、陸上総隊の命令により中部方面隊及び東北方面隊の一部を東部方
面隊に増強し、災害派遣活動を実施

総 括
第３師団は、令和元年９月１２日～２７日の間、６２１名の入浴支援をすると

ともに、家屋の応急処置支援を実施する等、民生の安定に寄与した。

活動地域

令和元年台風１５号対応
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総 括
第３７普通科連隊基幹で災害派遣（給水支援）を実施し、派遣基間中、延べ人

員９８９名、水ﾄﾚｰﾗｰ等１１８両、水宅配８０１軒、給水量１０２３．８ｔの支
援を実施して、９日２１００、県の撤収要請により災害派遣任務を完遂した。

全 般
令和３年１０月３日夕に発生した和歌山県和歌山市の大規模な断水により、和

歌山県知事から災害派遣要請を受理、同月４日から和歌山市において給水支援活
動を実施

第３師団の活動状況

○ 第３７普通科連隊に、所要の部隊を増強し
て給水支援活動を実施。
給水所への移動困難者に対応して宅配支援

を実施する等、自治体のニーズに柔軟に対応

給水支援 宅配支援

令和３年和歌山県和歌山市断水対応
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第３師団の活動状況

○ 第３特科隊に第３高射大隊の一部を配属し、
家きんの殺処分及び梱包作業を実施

○ 特に緊急性の高い鶏舎（陽性が確認された
鶏舎）を自衛隊が担当する等、自治体との任
務区分が明示された。

全 般
令和４年１１月１７日、兵庫県姫路市の養鶏場から鳥インフルエンザが発生、
同月１８日、兵庫県知事から第３特科隊長に災害派遣要請を受理し、家きんの
殺処分及び梱包作業を任務とする災害派遣活動を実施

総 括
第３特科隊基幹は、延べ人員７４６名で７６,２６９羽を処分し、１９日２０

００、県の撤収要請により、災害派遣任務を完遂した。

炭酸ガスの注入 死骸回収・運搬

活動地域

令和４年鳥インフルエンザ対応
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第３師団の災害対処に向けた取り組み
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第 ３ 師 団

初動派遣小隊

各隊区担当部隊
（各普通科連隊、第３特科隊、
第３戦車大隊、第４施設団）

情報部隊 航空部隊 通信部隊 衛生部隊 化学部隊

第３偵察隊 第３飛行隊 第３通信大隊 第３後支連隊 第３特殊武器
防護隊

初動派遣部隊「ＦＡＳＴｰＦｏｒｃｅ」

＊このほか、各府県の災害対策本部等への派遣・調整のため、師団司令部要員をもって「連絡幹部」を指定・待機

近畿２府４県内の８個駐屯地において約２００名が１ｈ以内に出動し得るよう待機態勢を維持

（ＵＨ×１）

第３師団は、災害派遣を迅速に行うための初動対処態勢を整えており、この部隊を
「ＦＡＳＴ－Ｆｏｒｃｅ」と呼んでいます。

Ｆｉｒｓｔ 発災時の初動において

Ａｃｔｉｏｎ 迅速に被害情報の収集、人命救助及び

ＳｕｐｐｏｒＴ 自治体への支援を

Ｆｏｒｃｅ 実施する部隊
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大規模災害などに備えた待機態勢（平素）



大規模災害発生時の対応

50

防衛省・自衛隊は、大規模な災害が発生した際には、地方公共団体
も被災している場合があることを前提に、より多くの被災者を救助・
支援するため、自治体からの要請を待つのみではなく、積極的に支援
ニーズを把握しつつ、活動内容について「提案型」の支援を自発的に
行うことにしています。



平素の連携
防災行政無線
機の設置

衛星電話
防災電話の設置

防災訓練(予定含む)

第３師団司令部

大阪府の他、近畿２
府４県、指定公共機
関、指定行政機関等

大阪府
兵庫県

大阪府
兵庫県

政府主催訓練、近畿２府
４県防災担当者研修等

第７普通科連隊 京都府危機管理部 京都府 京都府
京都府及び京都府市町と
の訓練、計１０件

第３６普通科連隊
大阪府１６市３町、
兵庫県７市１町

大阪府 大阪府
大阪府・兵庫県の市町、
大阪赤十字等との訓練、
計１５件

第３７普通科連隊
和歌山県総務部
危機管理局

和歌山県 和歌山県
大阪府の市町、和歌山県
等との訓練、計１６件

第３特科隊
兵庫県企画県民局
災害対策局

兵庫県 兵庫県
兵庫県の市町との訓練、
計１０件

第３戦車大隊
滋賀県知事公室
危機管理局

滋賀県 滋賀県
滋賀県及び滋賀県市町と
の訓練、計７件

第４施設団
奈良県総務部
知事公室防災統括室

奈良県 奈良県
奈良県及奈良県市町との
訓練、計１０件

第３飛行隊
ＵＨ－１Ｊによる空中搬

送支援等、５件

第３特殊武器防護隊
原子力防災、消防局支援

等、計４県

総 括
第３師団は、平素から関係自治体と連絡態勢を確保するとともに、防災訓

練等を通じて顔の見える関係を構築する等、連携の強化を実施中

令和４年度関係自治体等との連携状況
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項 目 第３師団司令部内の研修

全 般
令和４年６月、第３師団は自衛隊統合防災演習において、近畿２府４県の防

災担当者を師団司令部に招致し、司令部の災害派遣における指揮所活動等につ
いて研修を実施

【司令部作戦室】
副師団長以下による指揮
所活動の状況を研修

【第１部及び第４部
幕僚作業室】
第１部及び第４部の実施
すべき事項について説明

【作戦準備室】
現況把握（被害状況及
び部隊の活動状況）の実
施要領について説明

総 括
実際の指揮所活動を現地現物をもって説明することにより、

自衛隊（第３師団）の災害派遣活動について理解を得ることができた。

近畿２府４県防災担当者研修の景況
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関係機関との連携強化・連携拡大
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南海トラフ巨大地震対処への取り組み
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南海トラフ地震への備え

55



実効性向上のための第３師団の取り組み（実動訓練）
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第３師団は、発災当初において被害状況が不明であっても、いかなる活動
にも対応できる体制を確立します。このため、初動対応に万全を期すととも
に、所要の部隊を迅速に展開し、被災された方々や地方公共団体のニーズに
丁寧に対応しうるよう、自らが計画する訓練や関係機関等との連携訓練を
行っています。

南海トラフ地震に備えた各種訓練
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１ 迅速な被害状況の把握
積極的な情報収集と関係機関との情報共有

２ 指揮・通信の確保
自衛隊の各部隊間及び関係機関との強靭な通信の確保

３ 迅速な部隊の集中
進出経路及び航空機（回転翼）の降着場の確保

４ 活動・兵站基盤の確保
体育館、総合運動公園、学校等

関係機関との更なる連携の強化

災害派遣における今後の課題最後に
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災害派遣における今後の課題



「防災とボランティア週間」講演資料

災害発生時における

陸上自衛隊第３師団の対応について

令和５年１月１８日（水）

陸 上 自 衛 隊 第 ３ 師 団
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